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耐
震
診
断
士
の
マ
ン
パ
ワ
ー
に
つ

い
て
は
十
分
だ
。
家
具
の
転
倒
防

止
は
高
齢
者
等
の
い
る
世
帯
も
対

象
と
す
る
。
e
増
設
の
考
え
は
な

い
。
r
建
て
替
え
が
可
能
な
ら
一

体
と
し
て
進
む
が
、
ま
ず
は
地
震

で
住
宅
が
倒
壊
し
な
い
よ
う
改
修

支
援
を
行
う
。
t
準
耐
火
構
造
と

同
等
の
効
果
が
な
い
た
め
、
費
用

補
助
の
考
え
は
な
い
。

区
民
に
増
税
押
し
付
け
な
が
ら
、

巨
額
の
税
金
つ
ぎ
込
む
開
発
は
や

め
よq

開
発
に
巨
額
な
税
金
を
投
入

す
る
こ
と
に
区
民
の
理
解
は
得
ら

れ
て
い
る
の
か
。
w
区
の
ま
ち
づ

く
り
は
な
ぜ
ど
こ
で
も
巨
大
な
ビ

ル
づ
く
り
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

e
再
開
発
マ
ン
シ
ョ
ン
の
販
売
は

苦
戦
し
て
い
る
が
、
今
後
の
需
要

の
見
通
し
は
。
r
開
発
し
た
デ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
な
ど
に
長
周
期
地
震
動

の
対
策
等
を
求
め
て
は
。
t
再
開

発
マ
ン
シ
ョ
ン
を
誘
導
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
人
が
住
む
か
ど
う
か
は
関

係
な
い
と
言
う
が
、
こ
れ
が
ま
ち

づ
く
り
と
言
え
る
の
か
。
y
品
川

駅
南
口
の
リ
ニ
ア
新
幹
線
に
便
乗

し
た
開
発
を
や
め
て
は
。
u
区
の

め
ざ
す
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
に
リ

ニ
ア
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

q
極
め
て
公
共
性
の
高
い
事
業
で
、

地
域
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
理
解
は
得
ら
れ
て
い

る
と
考
え
る
。
w
公
開
空
地
等
を

生
み
出
す
た
め
に
、
建
物
は
結
果

的
に
高
層
化
し
て
い
る
。
e
需
要

は
続
く
と
考
え
て
い
る
。
r
安
全

性
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

け
て
お
り
、
事
業
者
に
対
策
な
ど

を
求
め
る
考
え
は
な
い
。
t
住
宅

を
建
設
す
る
再
開
発
事
業
で
は
地

権
者
の
生
活
再
建
を
重
視
し
て
い

る
か
ら
だ
。
y
ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ

ョ
ン
を
打
ち
出
し
、
開
発
を
望
ま

し
い
方
向
に
誘
導
す
る
。
u
区
と

し
て
考
え
る
問
題
で
は
な
い
。

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
料

こ
れ
以
上
の
値
上
げ
は
中
止
を

q
介
護
保
険
料
は
3
さ
ら
な
る

多
段
階
化
と
住
民
税
非
課
税
者
へ

の
引
き
下
げ
を
。
e
国
の
負
担
割

合
の
引
き
上
げ
を
求
め
て
は
。

4
低
所
得
者
の
利
用
料
軽
減
を
。

w
国
保
料
の
3
軽
減
措
置
を
恒
久

的
に
。
e
国
庫
負
担
を
増
や
す
よ

う
求
め
て
は
。
e
特
養
ホ
ー
ム
や

老
人
保
健
施
設
の
建
設
を
。

健
康
福
祉
事
業
部
長

q
3
13

段
階
に
す
る
等
配
慮
し
た
。
e
必

要
に
応
じ
要
望
を
す
る
。
4
国
制

度
の
枠
の
中
で
対
応
す
べ
き
だ
。

w
3
恒
久
化
す
る
考
え
は
な
い
。

e
従
来
よ
り
国
が
十
分
な
財
政
責

任
を
果
た
す
こ
と
を
要
望
し
て
い

る
。
e
条
件
が
整
え
ば
検
討
す
る
。

あ
ら
た
め
て
原
発
か
ら
の
撤
退
と

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
を
求

め
るq

原
発
か
ら
の
撤
退
を
国
に
求

め
て
は
。
w
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル

を
3
す
べ
て
の
区
有
施
設
に
設
置

し
て
は
。
e
助
成
額
の
引
き
上
げ

で
区
民
の
意
欲
を
引
き
出
す
よ
う

に
し
て
は
。
e
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
調
査
等
を
し
て
は
。
r
特
殊
電

気
事
業
者
と
契
約
し
て
は
。

都
市
環
境
事
業
部
長

q
国
の

責
任
で
判
断
す
べ
き
事
項
だ
。

w
3
改
築
等
の
際
に
可
能
な
限
り

導
入
し
て
い
く
。
e
助
成
や
対
象

の
拡
大
な
ど
普
及
啓
発
の
強
化
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
e
研
究
を
重

ね
る
。
r
順
次
拡
大
に
努
め
る
。

q
価
格
に
消
費
税
を
転
嫁
で
き

な
い
商
店
な
ど
は
、
倒
産
が
加
速

す
る
。
消
費
税
増
税
に
反
対
を
。

区
長
　
q
国
の
責
任
で
検
討
と

議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
。
賛
否

を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
。

防
災
対
策
は
い
の
ち
を
守
る
こ
と

を
第
一
に
、
木
造
住
宅
耐
震
化
を

強
化
せ
よ

q
耐
震
改
修
促
進
計
画
が
進
ま

な
い
理
由
は
。
w
木
造
住
宅
耐
震

診
断
の
無
料
化
や
耐
震
診
断
士
の

増
員
、
家
具
転
倒
防
止
器
具
設
置

助
成
の
対
象
拡
大
な
ど
の
充
実
を
。

e
築
年
数
の
高
い
木
造
ア
パ
ー
ト

な
ど
の
防
災
対
策
と
し
て
区
営
住

宅
の
増
設
を
。
r
住
宅
を
倒
れ
に

く
く
す
る
と
火
災
発
生
等
を
防
げ

る
の
に
、
な
ぜ
耐
震
化
と
不
燃
化

を
別
々
に
考
え
る
の
か
。
t
外
壁

に
耐
火
性
ボ
ー
ド
を
張
る
改
修
工

事
に
補
助
を
し
て
は
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

q
区
民
の
意
識
が
課
題
と
考
え
、

さ
ら
な
る
啓
発
を
行
う
。
w
一
般

診
断
の
無
料
化
等
の
考
え
は
な
い
。

代 表 質 問

南　　恵子　議員（共産）

礎
自
治
体
の
役
割
な
ど
状
況
の
変

化
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

緊
急
経
済
対
策
に
つ
い
て

q
３
年
間
無
利
子
融
資
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
ど

う
統
括
し
て
い
る
の
か
。
w
返
済

期
間
10
年
の
経
営
安
定
化
資
金
を

新
設
し
た
ね
ら
い
は
。
e
融
資
が

焦
げ
つ
い
た
場
合
、
ゆ
く
ゆ
く
は

区
民
の
負
担
増
に
つ
な
が
る
の
で

は
。
r
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
は

良
質
な
施
策
だ
が
、
同
じ
や
り
方

や
額
で
は
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま

う
。
大
型
店
で
の
使
用
や
プ
レ
ミ

ア
ム
率
ア
ッ
プ
、
増
額
等
に
対
す

る
考
え
は
。
t
海
外
進
出
推
進
事

業
で
あ
る
バ
ン
コ
ク
で
の
事
業
は

継
続
し
、
拡
大
す
る
の
か
。
y
町

工
場
へ
の
具
体
的
な
支
援
施
策
は
。

地
域
振
興
事
業
部
長

q
約
６

千
500
件
の
融
資
を
行
い
、
区
内
経

済
へ
の
波
及
効
果
も
高
い
と
認
識

し
て
い
る
。
w
融
資
を
一
本
化
し

月
々
の
返
済
額
を
下
げ
る
な
ど
、

経
営
を
支
援
す
る
。
e
信
用
保
証

協
会
に
よ
る
全
額
保
証
で
成
り
立

っ
て
お
り
、
保
証
を
決
め
る
際
に

十
分
審
査
を
し
て
い
る
。
r
地
元

商
店
街
で
の
購
買
意
欲
の
喚
起
等

が
特
色
で
、
今
後
も
こ
の
考
え
に

基
づ
き
実
施
す
る
。
t
24
年
度
も

継
続
し
て
実
施
す
る
。
y
も
の
づ

く
り
地
域
企
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
再

生
事
業
を
新
設
し
、
区
に
よ
る
商

談
会
の
開
催
な
ど
に
よ
り
、
支
援

q
平
成
24
年
度
予
算
の
基
本
的

な
考
え
は
。
w
国
の
支
出
に
つ
い

て
の
見
通
し
と
、
区
の
財
政
運
営

は
。
e
区
の
組
織
に
つ
い
て
3
道

路
や
公
園
な
ど
、
区
民
が
よ
く
利

用
す
る
所
管
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
い
る
。
今
回
の
改
正
で
是
正
す

る
の
か
。
e
ス
パ
ン
が
あ
ま
り
に

も
大
き
い
課
や
部
、
職
員
が
50
人

を
超
え
て
い
る
課
な
ど
が
あ
る
が
、

問
題
点
は
。
r
都
区
の
あ
り
方
検

討
会
に
つ
い
て
3
検
討
会
の
現
在

の
到
達
点
と
今
後
の
見
通
し
は
。

e
児
童
相
談
所
と
教
員
人
事
権
の

早
期
移
管
に
つ
い
て
の
検
討
は
。

4
橋
下
市
長
が
主
張
す
る
大
阪
の

都
制
度
に
つ
い
て
、
特
別
区
制
度

と
比
較
し
て
ど
う
考
え
る
の
か
。

区
長

q
財
政
力
を
活
用
し
、

緊
急
課
題
へ
の
対
応
を
強
化
す
る

等
だ
。
w
国
庫
補
助
負
担
金
等
の

動
向
に
は
注
意
を
す
る
。
財
政
環

境
は
厳
し
い
が
、
区
の
各
種
財
務

指
標
は
良
好
な
水
準
を
維
持
し
て

い
る
。
e
3
わ
か
り
や
す
く
再
編

を
行
う
。
e
担
当
課
長
の
配
置
や

事
業
部
内
の
連
携
を
通
し
適
切
な

執
行
に
努
め
て
お
り
、
適
宜
検
証

を
進
め
る
。
r
3
検
討
状
況
を
取

り
ま
と
め
、
検
討
委
員
会
に
報
告

し
了
承
を
得
た
。
今
後
の
予
定
は

定
ま
っ
て
い
な
い
。
e
児
童
相
談

所
は
あ
り
方
検
討
と
切
り
離
し
て

協
議
を
行
う
。
教
員
人
事
権
は
具

体
的
な
検
討
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

4
現
行
の
制
度
は
特
殊
な
状
況
の

も
と
で
つ
く
ら
れ
た
制
度
だ
。
基

施
政
方
針
に
つ
い
て

藤
原
　
正
則

議
員

（
無
品
）

一 般 質 問

の
充
実
を
図
っ
て
き
た
。
24
年
度

は
よ
り
充
実
さ
せ
て
い
く
。

待
機
児
童
解
消
に
つ
い
て

q
待
機
児
解
消
に
講
じ
て
き
た

対
策
は
評
価
す
る
が
、
保
育
所
の

利
用
割
合
が
増
加
し
て
お
り
、
さ

ら
に
対
策
が
必
要
と
な
る
。
乳
幼

児
人
口
の
動
向
と
保
育
園
の
申
し

込
み
率
の
推
移
を
ど
う
把
握
し
、

待
機
児
童
対
策
を
展
開
す
る
の
か
。

子
ど
も
未
来
事
業
部
長

q
人

口
動
向
や
社
会
経
済
情
勢
に
よ
る

保
育
需
要
の
変
化
等
に
よ
り
申
し

込
み
率
は
増
減
す
る
。
待
機
児
童

対
策
は
、
区
財
政
へ
の
影
響
を
極

力
減
ら
し
、
多
様
な
施
策
を
講
じ

て
い
く
。

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

q
在
宅
介
護
の
必
要
性
は
認
識

し
て
い
る
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き

に
入
所
で
き
る
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
必
要
性
は
高
い
。
杜
松
小

学
校
跡
と
平
塚
橋
会
館
跡
の
施
設

の
概
要
と
入
所
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
。
w
特
養
ホ
ー
ム
等
の
増
設
の

計
画
は
。
e
高
齢
者
住
宅
の
現
状

と
課
題
等
は
。
r
６
月
に
開
設
予

定
の
大
井
林
町
高
齢
者
住
宅
に
つ

い
て
3
建
設
の
目
的
は
。
e
応
募

状
況
等
は
。

健
康
福
祉
事
業
部
長

q
杜
松

小
跡
は
地
域
密
着
型
施
設
と
し
、

26
年
度
開
設
予
定
だ
。
平
塚
橋
会

館
跡
は
24
年
度
に
基
本
設
計
を
し
、

詳
細
を
決
め
て
い
く
。
w
条
件
が

整
え
ば
増
設
を
検
討
す
る
等
だ
。

e
10
棟
219
戸
だ
。
見
守
り
等
を
必

要
と
す
る
者
が
約
３
割
で
生
活
相

談
が
増
加
し
て
い
る
。
r
3
要
介

護
状
態
で
も
住
み
続
け
ら
れ
る
サ

ー
ビ
ス
付
住
宅
と
し
た
。
e
総
募

集
戸
数
を
超
え
る
応
募
が
あ
っ
た
。

品川区議会では、議会の調査・研究活動の充実を

図るため、有識者を招き、議員研修会を実施してい

ます。

第14回目となる今回は、平成24年2月9日（木）、品

川区第三庁舎講堂で開催しました。

講師として、岩手県宮古市長山本正徳氏をお招き

し、「東日本大震災からの教訓・復

興に向かって」と題して、講演をし

ていただきました。

当日は、区議会議員や区長、区職

員合計147名が受講し、熱心に耳を

傾けました。

また、講演終了後には、活発な質

疑が行われました。

宮古市長
山本 正徳 氏

議員研修会を開催しました

暮らしも経済も財政も破綻
させる消費税増税に反対を


